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>>>優秀な人材採用・育成・処遇を可能にする本来の機能 

 デフレ経済 15 年を乗り切るために、企業は生き残りをかけた「リストラ」や「賃金水準

の是正」を断行してきました。経済が踊り場を脱し、景気回復の見通しが出る中、これま

での「畳む」経営から再度、「拡げる」経営へと方向転換が行われつつあります。 

 しかし、ここで問題となるのが「人材の不足」と「管理職の経営力の不足」です。その

ため、これまでの総額人件費管理を中心とした賃金管理から、組織力や人材力の強化を中

心においた「トータル人事制度」への再構築が必要になっています。 

 賃金決定のルールには、幾つかの類型があります。 

 

＜賃金決定のルール＞ 

■経営者が社員の「家族構成」「勤続年数」「年齢」などの属人要素と「役職」や「担当職務」、

「能力」、「期待」などの職責・職務要素を総合的に加味して決定する「裁量型」から始ま

り、「年功型」、「年功＋能力型」、「職務型」、「役割型」、「成果型」などが挙げられます。 

 

 

>>>経営環境転換期に求められる人事制度 

 雇用環境、就業感は大きく変化しており、転職に対する社会的蔑視や差別感は全くとい

って良いほど無くなっています。また、優秀な社員ほど、自分の力を最大限発揮でき、能

力を高く評価してくれる企業へと移る確率が高くなっています。 

 

＜社員の就業感と企業サイドの考え方＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人事制度再構築の基本方針 

 １ 

長期勤続 

短期勤続 

短期雇用 企業サイドの捉え方 長期雇用 
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専門能力活用 
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長期蓄積能力活用 
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専門職

総合職
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 これをチャンスと捉えるかピンチと捉えるかは企業の考え方次第です。優秀な人材に対

して「能力を発揮できるステージを与えているか」、「発揮している能力に見合った処遇を

しているか」を改めて思案した際、十分ではないと考える企業が多いのではないでしょう

か。その２つの問いに自信を持って「ＹＥＳ」と答えられる企業は、これからの人材確保

や採用を行う上で明るい要素を持っているといえます。 

 経営環境の転換期にある今日、優秀な人材を“採用する”、“繋ぎとめる”、“育てる”「人

事制度」が求められています。そのためには、「年功」や「勤続」などの属人的要素を極力

少なくし、職務や職責に連動した人事制度へシフトすることが必要になります。 

 

>>>人事制度の根幹となる軸とは 

 人事制度を見直す際には、制度の根幹となる軸をしっかりと捉えることがポイントにな

ります。ここでいう軸とは「社員をどのように階層分けするか」という考え方のことであ

り、それをまとめたものが「等級フレーム」となります。 

 また、企業は「社員に求めるもの」が何であるかを整理し、その求めているものに対す

るレベルが企業における役職となります。役職とは役割の段階を表したものであり、企業

は役職者に対して「役割の遂行」を期待しています。一方で、一般社員には担当している

「職務の遂行」を求めています。その職務には成果を上げることも含まれ、職務を遂行す

るためには能力が必要となります。 

 このように考えると、一般職に関しては「職務」、管理職に関しては「役割（職責）」を

中心に据えた制度構築が基本になることが分かります。 

 

＜人事制度の根幹となる軸＞ 

階  層 軸 

管 理 職 役 割 ＋ （成 果） 

一 般 職 職 務 ＋ （能力、意欲） 

 

 また、人事制度は人材育成を強く意識し、組織の求心力や結束力を高める視点で構築す

ることで、社員参加型の経営体制を作ることを可能にします。 

 

 

 

 

 

 人間性・組織文化作り

人材育成 

組織の一体化

企業業績 

理念教育 

自己成長を促す人事 

経営計画と目標管理の連動 
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>>>役職の見直し 

 「人事制度」と「経営システム」は、別々に機能するものであってはなりません。人事

制度は、経営システムを補完するものでなければ意味がなく、したがって、人事制度上だ

けの「資格呼称」（参与、参事、理事、主査、調査役など）と実際の役職を併用して社内で

使用することは避けた方が良いといえます。 

 等級制度を考える際には、まず役職の見直しから始めます。役職は、役割段階の違いを

明確にできるレベルに収束させます。制度を作る側が明確に定義できない役職には意味が

無いことになってしまうからです。 

 

＜役職の表記の違い＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これらの肩書きを見て、どれだけ違いを定義できるでしょうか。「営業をしているから肩

書きがないと･･･」、「給与を上げられないから役職だけでも･･･」という話をよく聞きます

が、役職をつけられた社員の中には、その気になって権限だけ行使し始める者も出てくる

場合があるため注意する必要があります。 

 

 

賃金制度再構築の実務① 

  等級は７等級、役職は５つ以内、等級と役職を連動させる ２ 

本部長 

部 長 

次 長 

課 長 

課長代理 

係 長 

主 任 

副主任 

＜漢字系＞ 

シニアマネージャー 

チーフマネージャー 

マネージャー 

グループリーダー 

グループサブリーダー 

チームリーダー 

チームサブリーダー 

チーフ 

＜カタカナ系＞ 
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 役割や責任範囲の整備を考えた際、役職は以下のように整備するのが妥当といえます。 

 

＜役職の見直し＞ 

 

 

                         部門統括責任者 

 

 

                         部門統括責任者補佐 
 
                         課統括責任者 
 
                         課統括責任者補佐 

 

 
 
                         小グループ責任者 

 

 

 

 

 出先がある企業は、支社長、営業所長、出張所長などの役職が、上記のどの役割（責任）

と同レベルかを判断します。 

 

>>>等級フレームへの展開 

 等級制度の作成意義は「異なった職種や職群の社員を横串で刺し、社員の階層を分け、

ステップアップの段階を示す」ことにあります。職能型の等級制度を採用している企業で

は、等級数を多くして役職不足に対応するために昇格を行い、社員のモラル低下を防ぐ手

段としている場合が多くなっています。 

 経営と人事が別のものにならないよう、役職と等級を連動させていきます。その際、部

長と次長、課長と課長代理の位置付けを再度考える必要もあります。 

 例えば、企業の方針として、主任の役割を十分果たせる社員を課長代理にする（卒業方

式）のか、課長の仕事に近い役割を期待して任せる（入学方式）のかによって、主任と課

長代理を同一等級として捉えるのか、課長代理と課長を同一等級として捉えるのかの判断

が変わってきます。 

 次に、一般職の階層分けに着手します。一般職に求めるものは、職務の遂行です。その

職務遂行レベルを何段階に分けて捉えているかを考えると等級数が見えてきます。通常、

入社してから数年間は「補助者（アシスタント）」として業務を覚えていきます。その後、

日常の定型的な業務を一通りこなせる「自立者（担当者）」になり、更に習熟を重ね、後輩

に業務の指導ができるレベル「業務指導者（主任・チーフ）」といった段階に至ります。 
 

本部長 

部 長 

次 長 

課 長 

課長代理 

係 長 

主 任 

副主任 

部 長 

次 長 

課 長 

課長代理 

主 任 
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 これらを整理すると一般的な等級フレームは以下のようにまとめることができます。 

 

＜役職の見直し＞ 

等 級 等級定義 対応職種 

５等級 

部門を統括する役目 

部門の業績を確保する 

中間的視点に立つ 

部 長 

次 長 

４等級 
課を統括する役割 

課の業績を確保する 

課 長 

課長代理 

３等級 

グループの取りまとめをする役割 

業務推進、業務管理 

後輩の実務面の指導 

主 任 

２等級 日常の定型業務を独力で遂行する約割 

１等級 上位者の支援を受け、提携業務を遂行する役割 

 

 

 部長と次長、課長と課長代理の役割に大きな差がある場合は、別の等級にすることにな

ります。この場合は７等級に整理されることになります。 
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>>>基本給の考え方 

 賃金体系は、できるだけシンプルなものが望まれます。その理由は、「分かり易さ」を

高めることにあります。基本給だけで社員の処遇を全てカバーすることはできません。諸

手当には周辺的な問題をクッションのように受けとめ、基本給がその本来の働きができる

ように補完するという役割があります。特殊な勤務形態や一部の社員に限られた問題は、

諸手当で対応することになります。 

 

 基本給は賃金制度の根幹となる部分です。したがって、基本給決定の枠組みをどうする

かが重要になります。下記のイメージの通り、基本給の構成を「属人」部分と「非属人」

部分の組合せとするのか、「非属人」部分だけとするのか検討が必要となります。 
 これまでの賃金制度の主流は「併存型職能給」であり、「年齢給」「勤続給」といった属

人要素と「職能給」という非属人要素の組合せでした。基本給については属人要素を排除

した非属人要素だけで構成されるものの方が望ましいといえます。業種や社員の年齢構成

によっても適する基本給の軸は異なりますが、「職務」や「役割」を中心に基本給を決定す

ることが今日の社会環境に適していると考えられます。 

 

＜基本給の検討＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記のような検討要素はありますが、基本給は「職務、役割」を中心に１本に集約すること

が望ましいといえます。 

 

 

年齢給 

経験給 

＜属人給＞ ＜非属人給＞

能力給 

職務給 

成果給 

歩合給 

賃金制度再構築の実務② 

  年齢給の廃止、手当の集約、賃金に上限下限を設定 ３ 
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 一般的な賃金体系での昇給配分は以下のようになります。 

 

＜一般的な賃金体系での昇給配分＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年齢給に 1,500 円配分され、昇格昇給に 1,000 円配分されるため、平年度の昇給で格差を付

けられる部分は、習熟昇給の 2,000 円相当部分に限定されます。 

 

 

 例えば、評価によって格差を設ける場合の例は下図のようになります。 

 

＜一般的な賃金体系での昇給格差＞ 

Ｓ評価 Ａ評価 Ｂ評価 Ｃ評価 Ｄ評価 

3,600 円 2,800 円 2,000 円 1,200 円 400 円 

 

 

            通常考えられる昇給格差 1,600円 

 

 通常評価を行う上で、「Ｓ評価」や「Ｄ評価」はほとんどありえないため、Ａ評価からＣ

評価の対象者の範囲に分布することになります。 

 しかし、これではＡ評価の優秀者と標準以下Ｃ評価の社員で昇給格差は 1,600 円にしか

なりません。これでは、優秀な社員のモチベーションを上げることはできません。 

 

 基本給を一本化して、昇格昇給も廃止した場合には、次のような形で昇給格差にメリハ

リをつけることができるようになります。 

 

 

 

年齢給  1,500 

習熟昇給 2,000 

昇格昇給 1,000 基本給ピッチ 4,500 
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＜基本給を一本化した際の昇給配分＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜昇給格差＞ 

Ｓ評価 Ａ評価 Ｂ評価 Ｃ評価 Ｄ評価 

8,100 円 6,300 円 4,500 円 2,700 円 900 円 

 

 

           基本給一本化による昇給格差 3,600円 

 

 基本給を１本化することにより、Ａ評価者とＣ評価者の格差は 3,600 円になります。 

 また、Ｃ評価者の昇給も一定金額確保されています。 

 

>>>諸手当の考え方 

 基本給における属人的な要素を抑えるため、諸手当には生活配慮部分を盛り込む必要も

出てきます。諸手当の一般的な例は次の通りです。 

 

＜諸手当の一般的な例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本給ピッチ 4,500 

家族手当 

住宅手当 

＜属人手当＞

燃料手当 

＜非属人手当＞

役職手当 

資格手当 

職種手当 

勤務地手当 

皆勤手当 
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 「役職手当」は役職の責任や残業手当相当分をカバーする意味を持つため、必須となり

ます。役職手当は手厚く設定することが正しい方向といえます。 

 それ以外の手当については、「家族手当」によって、生計費への配慮を図ることも当面必

要と考えられます。首都圏に展開している企業では、転勤による地域物価変動への配慮も

必要になってくる部分です。諸手当の存続意義を再検討し、統合・廃止を行うことで手当

は少なく設定するべきです。 

 諸手当廃止によって原資が捻出できる場合には、賞与原資に振り分け、極力非属人要素

にシフトして行くことがポイントになります。 

 

>>>基本給設計の実務 

 基本給の設計には２つの考え方があります。「賃金表による管理」手法と「昇給表による

管理」手法です。一般的には段階号俸表によって管理をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等級 1 2 3 4 5 6
標準滞留年数 6 4 4 4 5 6
標準年齢 18 24 28 32 36 41
習熟昇給 3,500 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
上限号俸 61 41 41 41 51 61

160,000 192,000 208,000 228,000 252,000 287,000
レンジ ～ ～ ～ ～ ～ ～

202,000 224,000 248,000 276,000 322,000 383,000
号棒

0 1号俸 160,000 192,000 208,000 228,000 252,000 287,000
2号俸 160,700 192,800 209,000 229,200 253,400 288,600
3号俸 161,400 193,600 210,000 230,400 254,800 290,200
4号俸 162,100 194,400 211,000 231,600 256,200 291,800
5号俸 162,800 195,200 212,000 232,800 257,600 293,400

1 6号俸 163,500 196,000 213,000 234,000 259,000 295,000
7号俸 164,200 196,800 214,000 235,200 260,400 296,600
8号俸 164,900 197,600 215,000 236,400 261,800 298,200
9号俸 165,600 198,400 216,000 237,600 263,200 299,800
10号俸 166,300 199,200 217,000 238,800 264,600 301,400

2 11号俸 167,000 200,000 218,000 240,000 266,000 303,000
12号俸 167,700 200,800 219,000 241,200 267,400 304,600
13号俸 168,400 201,600 220,000 242,400 268,800 306,200
14号俸 169,100 202,400 221,000 243,600 270,200 307,800
15号俸 169,800 203,200 222,000 244,800 271,600 309,400

3 16号俸 170,500 204,000 223,000 246,000 273,000 311,000
17号俸 171,200 204,800 224,000 247,200 274,400 312,600
18号俸 171,900 205,600 225,000 248,400 275,800 314,200
19号俸 172,600 206,400 226,000 249,600 277,200 315,800
20号俸 173,300 207,200 227,000 250,800 278,600 317,400

4 21号俸 174,000 208,000 228,000 252,000 280,000 319,000
22号俸 174,700 208,800 229,000 253,200 281,400 320,600
23号俸 175,400 209,600 230,000 254,400 282,800 322,200
24号俸 176,100 210,400 231,000 255,600 284,200 323,800
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 段階号俸表では、等級別に各号俸の賃金が示されます。各等級の１号に各等級の初号賃

金がセットされます。号俸間のピッチは習熟昇給額により決定されます。昇給の段階は標

準より優秀な評価を取れば昇給する号俸数が上がり、劣った評価を取ると少ない号俸数し

か上がらないということになります。 

 この段階号俸表の長所は、号俸として賃率が明確に示されているということです。短所

は号俸が長く伸び、賃金表としては複雑なことです。評価結果は毎年蓄積されることにな

ります。もう一つの考え方として「昇給表（マトリクス）」による管理手法が挙げられます。

これは、職務給が基本となる欧米型の制度ですが、原資管理の視点で非常に優れている点

から、日本企業での導入も進んでいます。 

 

＜係数例＞ 

 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

６等級 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 

５等級 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 

４等級 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 

３等級 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 

２等級 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 

１等級 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 

 

＜社員の分布を取る＞ 

 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

６等級  １ １   

５等級 １ １ ４ １  

４等級  ３ ８ ４  

３等級  ５ 10 ２  

２等級  １ ５ ２  

１等級   ２ １  

 

＜１点あたりの単価を出す＞ 

 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

６等級 0.0 2.2 2.0 0.0 0.0 

５等級 2.2 2.0 7.2 1.6 0.0 

４等級 0.0 5.4 12.8 5.6 0.0 

３等級 0.0 8.0 14.0 2.4 0.0 

２等級 0.0 1.4 6.0 2.0 0.0 

１等級 0.0 0.0 2.0 0.8 0.0 

    複数合計 77.6 

昇給減資 2,400 千円    

１ヶ月換算 200 千円 １点単価 2,577 円 
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＜等級、評価別の昇給金額を決定する＞ 

 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

６等級 6,186 5,670 5,155 4,639 4,124 

５等級 5,670 5,155 4,639 4,124 3,608 

４等級 5,155 4,639 4,124 3,608 3,093 

３等級 4,639 4,124 3,608 3,093 2,577 

２等級 4,124 3,608 3,093 2,577 2,062 

１等級 3,608 3,093 2,577 2,062 1,546 

 

 昇給マトリクスは、経営側にとっては優れている賃金管理手法である反面、社員にとっ

ては将来設計の描きにくい賃金体系となるため、社員のモラルダウン、定着率の低下など

に対しての配慮が必要になります。また、定期昇給の保証をしない場合にも、ベースとす

る昇給金額の目安を設定し、モデル賃金をシミュレーションしておくことが大切です。 

 

>>>賃金には上限を設定する 

 同一等級内での昇給には上限を設定することも重要なポイントになります。賃金制度は

設計も重要ですが、運用はそれ以上に重要になります。賃金制度は運用していく中で、往々

にして年功的になってしまう危険性を持っています。 

 設計当初から、同一等級への在籍年数および金額の両面で昇給の上限を設定しておくと

年功化に歯止めをかけることができ、同一等級内での不公平感の予防に繋がります。 

 

 １等級 ２等級 ３等級 ４等級 ５等級 ６等級 

標準年数 ３ ３ ４ ５ ６ － 

最長年数 ６ ６ ８ 10 12 － 

下  限 160,000 192,000 208,000 228,000 252,000 287,000 

上  限 202,000 224,000 248,000 276,000 322,000 383,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 等級

金額
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>>>評価制度に求められる３つの機能 

 評価制度に求められる機能には、大きく３つの要素があります。 

 

＜評価制度に求められる機能＞ 

 ■総額人件費管理 

 ■意欲喚起 

 ■社員の成長促進 

 

 

>>>総額人件費管理 

 「社員一人ひとりの賃金は業界平均より高く」、「総額人件費は業界平均より低く」とい

う一見相反する命題をクリアできれば、労使双方とも幸せになります。これを解決するキ

ーワードは「少数精鋭化」と「高い利益率」です。 

 総額人件費を考える際には、以下の算式で使用します。 

 

＜総額人件費の算式と労働分配率改善のポイント＞ 

 ■総額人件費の算式 

 

           総額人件費      １人当りの人件費 × 社員数 

  労働分配率 ＝  

           付 加 価 値      売上高 × 限界利益率 

 

 

 ■労働分配率改善のポイント 

  ①現有社員で売上高を増やす →配置転換 

  ②限界利益率を上げる    →値引きの管理、仕入価格交渉、販売チャネル見直し 

  ③社員数の削減       →配置転換、希望退職、リストラ 

  ④１人当たり人件費の削減  →評価によるメリハリ、賞与、給与カット 

 

 

 上記は優先度の高い順に列記しています。①、②は、特に経営戦略部分です。売上、付

加価値を増加させることにより、生産性が向上し、労働分配率が改善します。自社の適正

労働分配率を設定し、上記のバランスを取り経営改善につなげていくことになります。 

 

評価制度を構築する際に求められる３つの機能 
４ 
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＜優良企業の業種別生産性指標＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>意欲喚起と社員の成功促進 

 有名なハーズバーグの衛生理論によると賃金水準が高いことは社員の意欲を喚起しない

ことになり、賃金が低いことは逆に意欲を減退させる要因になります。また、「承認」・「賞

賛」・「目標」などは人を動機付ける要因になるとされています。 

 また、マズローの欲求の５段階説に基づくと評価制度を通して、承認の欲求を満たすこ

とが動機付けになることも分かります。 

 

＜マズローの欲求の５段階＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このように考えると評価制度では、次のような視点を明確に打ち出すことがポイントに

なります。 

 

（単位：千円）

業種
一人当たり
売上高

一人当たり
粗利益

一人当たり
経常利益

一人当たり
人件費

粗利益率 労働分配率

全産業 20,748 10,152 1,704 5,232 48.9% 51.6%

建設業 24,180 9,996 1,692 5,460 41.3% 54.7%

製造業 21,504 10,800 2,112 5,256 50.2% 48.7%

情報通信業 14,388 10,116 1,272 5,796 70.3% 57.2%

卸売業 51,852 12,996 2,892 5,736 25.1% 44.2%

小売業 24,852 9,312 1,416 4,584 37.5% 49.2%

飲食店 10,296 7,236 828 3,792 70.2% 52.5%

サービス業 17,652 9,960 1,404 5,208 56.5% 52.3%

（出典：TKCBAST平成17年指標版）

自己実現欲求

承認欲求 

所属欲求 

安全欲求 

生理的欲求 
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＜評価制度を作成する際のポイント＞ 

 ①企業の中期ビジョンが明確である 

 ②中期ビジョンに基づいた年度目標が設定されている 

 ③社員のステップアップの段階が明確にされている 

 ④等級別に企業が期待する職務遂行レベルが明示されている 

 ⑤社員の能力開発に対し企業が支援する姿勢がある 

 ⑥結果には報酬で報い、能力には機会が与えられるシステムになっている 

 ⑦幹部も公平に評価されている 

 

 

＜制度上・運用上の問題点＞ 

 ■制度上の問題点 

  ・教科書的人事考課表であり、自社にとって重要な項目が全く組み込まれていない 

  ・人事考課表に問題があり、優秀な人材によい評価がつかない。逆にそれほどではない社

員にもよい評価がついてしまう 

  ・評価結果を十分に反映する仕組みになっていないため、社員に対する刺激になっていな

い 

  ・人事考課者に対する教育システムがないため、評価にバラツキが見られ、評価自体が使

い物にならない 

 

 

 ■運用上の問題点 

  ・人事考課を行っても、経営者の一存で大きく変えられてしまうため、実質的には機能し

ていない 

  ・最終評価が管理者にも本人にもフィードバックされていないため、本人への教育的効果

がない。また、モチベーションアップにも繋がっていない 

  ・評価が中程度に集まってしまい、ほとんど全員が標準評価となってしまっている 

  ・経営者、管理者ともに人事考課の重要性を認識しておらず、人事考課自体形骸化してし

まっている 
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>>>評価制度再構築のポイント 

 評価制度構築のスタートラインは、企業が社員に求めるものを明確にすることから始ま

ります。企業が求める人材を形式にこだわらず自由にディスカッションし、経営者の考え

をまとめることから、枠組みを決めることが有効になります。 
 その際の視点は以下のような項目になります。 

 

＜枠組みを考える際の視点＞ 

 ・自社の社員に不可欠な基本的な考え方は？ 

 ・絶対守るべき大事な行動規範は？ 

 ・部門別の職務内容、等級別の担当職務は？ 

 ・職務遂行上の必要な能力は？ 

 ・仕事ができる社員とはどんな社員か（部門別役職別に）？ 

 ・どんな業績を上げて欲しいか（部門別役職別に）？ 

 

 

>>>何階層、何職種で捉えたらよいか 

 人事考課体系を組み立てる際は、階層と職種で考えます。階層を縦軸に職種を横軸に置

き、何分類にすべきかを検討します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 人事考課は全等級、全職種で作成するのが理想ですが、デメリットとしては、細分化し

た人事考課内容も職種別、階層別の難易度バランスが取れなくなる可能性が高いことが挙

げられます。また、中小企業においては、管理面が煩雑になりすぎ、運用面で支障をきた

す場合が多く見られます。 

評価制度の再構築を行う際の実務ポイント 

 ５ 

9 10 11 12

5 6 7 8

1 2 3 4

職種

階層
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 階層は、「管理職」「一般職」、職種は「スタッフ部門」「営業部門」「生産部門」程度の分

類が適切です。 

 

 スタッフ部門 営業部門 生産部門 

管理職 １ ２ ３ 

一般職 ４ ５ ６ 

 

>>>評価基本要素の選択 

 人事考課の対象を決定することを評価基本要素の決定といいます。選択肢は以下の６つ

の要素で網羅されています。 
 
＜人事考課の評価基本６要素＞ 

 ①情  意 

  職務遂行に対する基本姿勢。態度や意欲。 

  「規律性」「責任性」「積極性」「協調性」に代表される項目。 

 ②成  績 

  仕事の出来栄え。 

  「質（正確さ）」「量（スピード）」に代表される項目。 

 ③能  力 

  仕事の成績を支える基礎となる職務遂行能力。 

  「理解力」「表現力」「知識」「技術」「管理能力」「企画力」「交渉力」等多くの項目がある。

 ④プロセス 

  仕事の結果に至るまでの行程の評価。 

  仕事を「結果」と「原因」に分け、原因を評価する考え方。行動面とそれを支える能力両

面が含まれる。コンピテンシー（高い成果を挙げるための行動・能力規範）として扱う。

 ⑤職  務（役割） 

  どんな仕事を行っているかに焦点を当てたもの。 

  職務も幅と職務の深さ２方向から評価する。管理職においては役割に置き換えられる。 

 ⑥業  績 

  企業が求める成果基準（部門目標、個人目標）に対する達成度を評価する。 

  営業だけではなく、スタッフ部門でも活用可能。 

 

 

 どの基本要素を採用するかということについて絶対的な正解はありませんが、階層や職

種別に重要な要素を組み合わせて決定することがポイントになります。 
 次のような組合せを基本として各企業の業種特性や社内風土に合わせたバランスにして

いくことが重要となります。 
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階 層 基本評価要素 項  目 ウェイト 

成  績 業績目標達成度 70％ 

役割達成度 管理職 
プロセス 

態  度 
30％ 

成  績 日常業務の量・質 50％ 

基本能力 

職務能力 
一般職 

プロセス 

基本姿勢 

50％ 

 

■評価項目の適正な数 

 人事考課項目は多ければ多いほど緻密な評価になります。しかし、人事考課は社員に対

して、企業が何を求めているかというメッセージを発信するものでもあります。したがっ

て、項目が多いと社員に対するメッセージ性も弱まってしまいます。また、各項目の重要

度や優先度の焦点も定まらなくなります。 

 評価項目として妥当な数は 10 から 20 の範囲内であると考えられます。ただし、職務基

準書や役割基準書の項目についてはこの限りではありません。 

 

>>>行動規範重視企業はプロセス評価が中心 

 プロセス評価とは、仕事の結果に至るまでの行程の評価を意味します。仕事を「結果」

と「原因」に分け、原因を評価する考え方です。行動や態度、意欲、能力といった要素が

盛り込まれることになります。 

 仕事の結果だけでなく、社員の意識や行動面の変化、一体化を強く望む企業にとっては、

非常に有効な評価スタイルであるといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人間的成熟性 変化行動・意思決定 対人（顧客）・営業活動 組織・チームワーク

冷静さ 行動志向 親密性／ユーモア 上司・先輩との関係

誠実さ 自律志向 第一印象度 チーム精神の発揮

几帳面さ リスクテイク プレゼンテーション力 ムードメーカー性

慎重さ 柔軟志向 傾聴力 マンパワーの結集

ストレス耐性 素直さ 条件交渉力 政治力

徹底性 自己革新（啓発） 新規開拓力

率直性 チャレンジ性 顧客維持力

自己理解 逆説への対処 顧客拡大力

思いやり タイムリーな決断 人物の評価

ビジネスマナー 目標達成への執着 人脈

業務遂行 戦略・思考 情報活用 リーダーシップ

専門知識・革新技術の習得 視点の広さと深さ 情報の収集 理念・方針の共有

文章力 アイデア思考 情報の整理 経営への参画

計数処理力 論理思考 情報の伝達 部下・後輩の指導・育成

安定運用 状況分析 情報の活用と共有化 権限の委譲

処理速度 解決策の立案 情報の発信 部下・後輩への配慮

コスト意識 リスク管理 コミュニケーションの充実

トラブル処理 コンセプトの設定 指揮・命令・徹底

計画性 経営資源の活用 経営幹部との関係

業務改善／品質の向上 アイデアを活かす力 部下・後輩に対する公平さ

業務企画力 思考持久力 採用と抜擢
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 コンピテンシー項目を参考に管理職クラスで議論を重ね、10～20 の項目に絞り込むと、

自社で重要視する行動基準が設定されることになります。 

 

＜プロセス考課の項目例＞ 

考 課 項 目 

 考 課 要 素 
定   義 

ビジネスマナー 
法令・規則・規律を遵守し、社会人・組織人としてふさわしい

マナーを実践している 

責 任 性 担当する仕事を途中で投げ出さず期限までに完成させる 

基 

本 

姿 

勢 

向 上 心 
仕事に関する知識・技術を高める目標を持って、自己啓発を行

っている 

チーム精神の発揮 
効果的に仕事を遂行するために、担当外の仕事でも自ら進んで

他のメンバーの守備範囲をカバーしている 

チ 

ー  
ム 

ワ 

ー  
ク 

上司・同僚との関係 
メンバーとコミュニケーションを図り、良い関係の構築を実践

している 

正 確 処 理 担当業務を正確・適切に処理している 

処 理 速 度 業務遂行のスピードが速い 

業務改善・品質向上 自ら改善の方法を見出し、より良い業務処理を提案している 

知識/技術の習得 業務を遂行するための知識・技術を備えている 

報告・連絡・相談 業務遂行に関する報告・連絡・相談を随時、適切に行っている

プ 

ロ 

セ 

ス 

考 

課 

業 

務 

遂 

行 

計 画 性 
予定されている期限に向け、計画的に段階を追って業務を進め

ている 

小計（ウェイト 50％） 

 

 

 

 

 

 

 

定　義 代表的な行動

理念・方針の共有
経営理念・方針、新しいやり方をわかりやすく部
下・後輩に理解させ、実行させる

○経営理念・方針などのわかりにくい表現を、部下が行動に移せる
　 ように、かみ砕いて説明する
○会社のビジョンや方針を、毎日繰り返し繰り返し訴える

経営への参画
部下・後輩を上手に計画・企画立案や改善活動
に参加させる

○会社が打ち出す新しいやり方を、いち早く部下と話し合い、行動に
　 移す
○ミーティングでは、斬新な意見を次々に出す

部下・後輩の指導・育
成

部下・後輩に気づきを与え、仕事を通じて計画
的に部下の人間性を高め、成長させる

○部下の強み弱みを見極め、部下に適した指導の仕方や仕事の与え
　 方をする
○グループ目標だけでなく、個々の部下にも具体的な目標を与えている

リーダーシップ
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>>>「一般職＝職務基準」「管理職＝役割基準」を明確にする 

 概ね 50 人以上規模の企業においては、職務分担が明確になってきます。職務基準、役割

基準を作成し、一般職においては期待する職務範囲や習熟度、管理職においては遂行すべ

き役割基準を明確にすることが望ましいといえます。 

 ここで抽出された職務基準、役割基準の中分類を人事考課表に盛り込むことにより、職

務（役割）重視型の人事考課制度にすることができます。この職務基準、役割基準を示す

ことが、企業の社員に対する期待を明示することになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般職・管理職に係る基準を明確にする 

 ６ 

中小企業 

＜実  態＞ 

 ・人材不足のため人に仕事がついて回る 
 ・中途採用が多く組織風土や行動基準が安定しない 

＜人事考課＞ 

 ・情意考課や行動面、意識面の評価が重要な意味を持つ 

中堅企業 

＜実  態＞ 

 ・職務分担、役割分担が明確になっている、あるいはなりつつある 
 ・組織風土や行動基準は安定、定着している 

＜人事考課＞ 

 ・職務や役割の遂行度が評価の中心となる 
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 役割基準、職務基準を設定する際のイメージは以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>降格にも柔軟な対応ができる昇格降格基準設定の実務 

 人事考課結果の累計を昇格基準として使用している企業が多く、一般的には以下のよう

な基準となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在運用されている人事考課制度の多くは、昇格基準は詳細に規定していても、降格に

対する基準は設定されていない、もしくは「著しく問題がある場合」など曖昧な表現しか

されていないものが多く、一度昇格するとほとんど降格することがない制度設計となって

6等級 5等級 4等級 3等級 2等級 1等級
経営管理
業績管理
計画　P ◎ ○
実行  D ◎ ○
確認  C ◎ ○
改善　A ◎ ○

人事管理
計画　P ◎ ○
実行  D ◎ ○
確認  C ◎ ○
改善　A ◎ ○

その他
企画業務 ◎ ○
承認業務 ◎ ○
日常業務

業務管理
業務管理
月単位 ◎ ○
週単位 ◎ ○
日次単位 ◎ ○

育成
業務指導 ◎ ○

その他
判断業務 ◎ ○

業務遂行
日常業務 ◎ ○ △

（◎は指導レベル、○は独力遂行可能レベル、△は補助が必要なレベル）

管理職 一般職

 ＜社員＞
階層 等級 上位等級への昇格基準 最短年数 役職

１．4等級在籍8年以上
２．3回以上がA以上かつ直近期A以上
３．所属長の推薦を受け、昇格会議の承認を得る
１．3等級在籍5年以上
２．2回以上がA以上かつ直近期A以上
３．所属長の推薦を受け、昇格会議の承認を得る
１．2等級在籍5年以上
２．2回以上がA以上かつ直近期A以上
３．所属長の推薦を受け、昇格会議の承認を得る
１．1等級在籍6年以上
２．直近期A以上
３．所属長の推薦を受け、昇格会議の承認を得る

－

管
理
職

実
務
職

部長
工場長

工場長代理
部長代理
課長

課長補佐
係長

主任

1等級

8

5

5

6

5等級

4等級

3等級

2等級
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います。実質的には降格することがないため、管理職になってからの能力発揮が著しく低

い場合や昇格自体に間違いがある場合も見受けられます。これは、企業や部下にとって悪

影響を与えます。昇格と同様、降格についても明確な基準を設定し、昇格、降格を弾力的

に運用する仕組みを構築しておくことが重要です。 

 昇格・降格の基準設定のメリットとして、第一に管理職に対する刺激になること、第二

に組織全体に対する悪影響を排除することができるということが挙げられます。標準滞留

年数を経過した場合の自動昇格を取りやめることも重要です。また、昇格、降格を考える

際には、報酬（賃金）とポスト（役職）を分けて考える必要があります。これまでの人事

制度の根底には、「成果を挙げる社員は優秀であり、管理職になっても力を発揮するはずで

ある」という思想が流れていました。しかし、「成果」と「能力」にはギャップがあり、一

般職としての成果と管理職としての成果には違いがあることを再認識するべきです。 

 これを明確にするためには、賞与の人事考課で高く評価されるべき項目と昇格に高く反

映される評価項目を明確にして別管理することです。昇格条件に人事考課結果の累積を使

用することは妥当ですが、基準設定で誤ると本来昇格（昇進）すべきでない人材が管理職

になり、組織を混乱させ、管理職として高い成果を挙げる可能性がある人材を埋もれさせ

てしまう可能性があります。「高い成果には賞与で報い、高い能力にはチャンスを与える」

という考え方が重要になります。 

 

＜人事考課ウェイト付けの例＞ 

評価ウェイト（％） 
考課項目 

昇給昇格 賞  与 

基本姿勢 15.0 5.0 

業務遂行 50.0 35.0 
プロセス 

役割基準 
リーダーシップ 15.0 10.0 

小  計 80.0 50.0 

部門業績・個人成績 20.0 50.0 

小  計 20.0 50.0 

管 

 

理 

 

職 

合  計 100.0 100.0 

評価ウェイト（％） 
考課項目 

昇給昇格 賞  与 

基本姿勢 25.0 15.0 

業務遂行 30.0 30.0 
プロセス 

役割基準 
リーダーシップ 25.0 25.0 

小  計 80.0 70.0 

部門業績・個人成績 20.0 30.0 

小  計 20.0 30.0 

一 

 

般 

 

職 

合  計 100.0 100.0 
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＜昇格・降格基準の設定例＞ 

最短経験年数 
（初任年齢） 上位等級への昇格基準 下位等級への降格基準 

－ 
（34）  

単年度Ｄ評価 

２年連続Ｃ以下の評価 

４ 
（30） 

最短経験年数 ４年 

４年   直近３年 Ｓ→Ｓ→Ｓ、Ａ→Ｓ→Ｓ、Ａ→Ａ→Ｓ 

５年   直近３年 Ａ→Ａ→Ａ、Ｂ→Ａ→Ａ 

６年以上 直近３年ともＢ以上、うち２回はＡ以上の評価 

単年度Ｄ評価 

２年連続Ｃ以下の評価 

３ 
（27） 

最短経験年数 ３年 

３年   Ｓ→Ｓ→Ｓ、Ａ→Ｓ→Ｓ、Ａ→Ａ→Ｓ 

４年   直近３年 Ａ→Ａ→Ａ、Ｂ→Ａ→Ａ 

５年以上 直近３年うち２回以上Ｂ、うち１回はＡ以上の評価 

単年度Ｄ評価 

２年連続Ｃ以下の評価 

２ 
（25） 

最短経験年数 ２年 

２年   Ｓ→Ｓ、Ａ→Ｓ 

３年   Ａ→Ｓ→Ｓ、Ａ→Ａ→Ｓ、Ａ→Ａ→Ａ、Ｂ→Ａ→Ａ 

４年以上 直近３年のうち２回以上はＢ以上の評価 

２年連続Ｃ以下の評価 

１ 
（24） 

最短経験年数 １年 

１年   Ｓ 

２年   Ａ→Ｓ、Ａ→Ａ 

３年以上 直近３年うち２回がＢ以上の評価 

２年連続Ｃ以下の評価 

高卒 ６年 
短卒 ４年 
大卒 ２年 

大 卒  ２年連続Ｃ以上 

短大卒  ４年以上在籍し、直近２年が連続してＣ以上 

高 卒  ６年以上在籍し、直近２年が連続してＣ以上 
 

 

>>>降格した場合の賃金の考え方 

 降格した社員に対する現実的な対処方法には４通りの選択肢が考えられます。 

 

＜降格した社員の賃金の取り扱い＞ 

 ・降格しても賃金は下げない 

 ・降格降給相当分を減給する 

 ・等級別に減給する金額を決めておく 

 ・降格前等級（現等級）の初号賃金まで減給する 

 

 最も納得性の高いルールは、降格前

等級の初号賃金まで減給するという

ものです。その等級の職務（役割）を

遂行できないと判断するので、その等

級の最低部分まで減給するのが筋で

あるといえます。 

 ただし、現等級への滞留年数が長け

れば長いほど賃金ギャップが大きく

なるため、調整期間の設定や減給の限

度額を設ける必要もあります。 

 

等級 1（4大卒） 5 6

標準滞留年数 2 9 16
標準年齢 35 44
習熟昇給 4,000 6,000 6,500

153,000 216,500 270,500
レンジ ～ ～ ～

177,000 378,500 574,700
1 153,000 216,500 270,500
2 153,800 217,700 271,800
3 154,600 218,900 273,100
4 155,400 220,100 274,400
5 156,200 221,300 275,700
6 157,000 222,500 277,000
7 157,800 223,700 278,300
8 158,600 224,900 279,600
9 159,400 226,100 280,900
10 160,200 227,300 282,200
11 161,000 228,500 283,500
12 161,800 229,700 284,800
13 162,600 230,900 286,100
14 163,400 232,100 287,400
15 164,200 233,300 288,700
16 165,000 234,500 290,000

18～22
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 例えば前記の賃金表で、６等級 16 号俸 290,000 円の社員が５等級に降格になる際は６等

級１号俸 270,050 円に降給し、５等級に降格することになります。 

 

>>>目標管理・業績管理で経営計画から個人目標まで連鎖を作る 

 管理職の成績考課については、部門目標の達成度で評価されるべきです。中期経営計画、

年度経営計画、部門目標、個人別目標まで展開されている企業は、極力多くの部門の一般

職にまで目標管理制度を導入すべきです。 
 また、専門的能力の向上が強く求められる職種については、能力開発の目標管理も必要

になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・中期ビジョンに基づく期待人材像の明示 → 能力開発の指針 

 ・年度経営方針に基づく成果基準の明確化 → 各人の成果目標設定 

 

 経営計画から個人目標までの目標連鎖を作り出すことによって、はじめて目標管理制度

はＰＤＣＡサイクルを回すことが可能になります。また、明確な経営方針、経営計画がな

い中で目標管理制度を導入しても、現場の負担感と不満感を増長するだけの結果となって

しまいます。 
 目標管理を行なう際の目標設定には具備すべき５つの項目を明確にする必要があります。 

 

＜目標管理を行う際に具備すべき項目＞ 

 ・目標（何をするか）を明確にする 

 ・達成基準（どのくらい）を明確にする 

 ・手段（どのように）を明確にする 

 ・達成時期（いつまでに）を明確にする 

 ・達成度と評価の関係を明確にする 

 

個人目標 個人目標

戦略に基づく 
人材像の明確化 

成果基準の明確化 

中期経営計画 

年度経営計画 

営業部門目標 スタッフ部門目標生産部門目標 

個人目標 個人目標 個人目標 個人目標
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＜目標管理の例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 管理職に目標管理を導入する目的は、自部門の業績、人材の育成に対する責任を明確に

認識させ、マネジメント能力を高めることにあります。部門の方針を設定させる際の視点

には、バランススコアカードの考え方が有効になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

1

2

3

A 点

B 点

C 点

A 点

B 点

C 点

A 点

B 点

C 点

3 %

2 %

1 %

評価基準評価ウェイト

実施方法

達成基準（どのくらい、いつまでに）目標項目

◆財務の視点◆ 

部門が達成すべき目標を数値化設定する 

◆顧客の視点◆ 

部門目標達成のためにどんな価値を顧客に提供するか 

◆業務プロセスの視点◆ 

顧客に価値を提供するために業務上何を磨き込むか 

◆人材育成の視点◆ 

業務を磨くために社員をどのように教育するか 
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>>>新制度移行時の賃上げ、賃下げ対象者への対処法 

 新制度への移行時には、従来の賃金制度との不整合が発生します。その際の対処法は、

まず、賃上げの対象になる社員は、これまで「貰い足りなかった社員」になりますので、

新基準へ直ちに引き上げるべきです。一方、賃下げの対象になる「貰い過ぎ社員」への対

応策には、次の３つの選択肢があります。 

 

＜貰い過ぎ社員に対する３つの対応策＞ 

 ①直ちに適正な賃金へと引下げする 

 ②数年（３年～５年）かけて徐々に引下げする 

 ③引下げしないが、今後の昇給はストップする 

 

 賃下げを断行することは、社員の生活基盤を大きく揺るがすことになり、配慮が必要に

なります。対象者および金額を明確にした上で、金額が数千円単位であれば①を選択し、

数万円単位になるようであれば、②で対応する方向で検討します。 

 シミュレーション上の賃上げ額が、10 万円単位となるようであれば、数年かけて引き上

げる金額を例えば５万円までとするように限度額を設けることが現実的な対応です。③は

最も軟着陸を図る対応ですが、他の良い社員から見ると不公平は是正されません。 

 

>>>諸手当改定に伴う暫定措置と手当変更の実務 

 諸手当の見直しを行ない、新旧の手当の改廃、手当額の変更が決定したら、実在する社

員に当てはめて、新旧で手当の総支給にどれだけ格差が出るか支給水準のシミュレーショ

ンを行います。このときに、過去の調整手当はできるだけ基本給に吸収させて考え、ここ

で清算しておく方がよいでしょう。 

 総手当額の新旧比較で減額になる社員については、差額を基本給に組み込むか、調整手

当にて支給するかのいずれかの方法で、月給総支給が下がらないように配慮する必要があ

ります。調整手当を使う場合は、経過措置期間を決めて徐々に減額していきゼロにするか、

あるいは退職時まで支払続けるかの選択をします。 

 新手当に移行すると増額になる社員については、基本的には支給します。旧手当では賄

いきれていなかったということもあるからです。この場合も状況に応じて、妥当性がある

場合には基本給の減額で吸収し月例総支給を抑えることも検討しなければなりません。 

 

新人事制度移行時の留意点 

 ７ 


